
第１０回苫小牧市選挙管理委員会議案

                日時 令和６年１０月９日（水）午後５時

                場所 苫小牧市選挙管理委員会委員室

１ 会議録署名委員の指名について

２ 報告

  報告第１号 裁判員候補予定者名簿について

  報告第２号 検査審査会候補予定者名簿について

３ 議案

議案第１号 苫小牧市選挙投票区区域表の一部改正について

議案第２号 苫小牧市選挙管理委員会規程の一部改正について

議案第３号 第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査におけ

      るポスター掲示場の総数減少協議について

４ 協議

  協議第１号 第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査におけ

        る執行計画及び主要事務日程について

  協議第２号 第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査におけ

        る選挙時啓発事業について

  協議第３号 第５０回衆議院議員総選挙におけるポスター掲示場の区画数について

  協議第４号 第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査におけ

        る投票所入場券の様式について

５ その他



２ 報告 

報告第１号 

裁判員候補者予定者名簿について

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第２１条の規定により、裁判員候

補者予定者の選定及び名簿調製を下記のとおり行ったので報告する。

令和６年１０月９日報告 

苫小牧市選挙管理委員会委員長 小 松 靖 孝   

記  

１  選 定 録 別冊「苫小牧市裁判員候補者予定者選定録」のとおり  

２  調製結果 別冊「裁判員候補者予定者名簿」のとおり  
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報告第２号 

検察審査員候補者予定者名簿について 

 検察審査会法第１０条の規定により、検察審査員候補者予定者の選定及び名

簿調製を下記のとおり行ったので報告する。 

令和６年１０月９日報告 

苫小牧市選挙管理委員会委員長 小 松 靖 孝   

記  

１ 選 定 録 別冊「苫小牧市検察審査員候補者予定者選定録」のとおり 

２  調製結果 別冊「検察審査員候補者予定者名簿」のとおり  
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３ 議案 

議案第１号 

苫小牧市選挙投票区区域表の一部改正について 

 苫小牧市選挙投票区区域表（平成２５年選挙管理委員会告示第５号）の一部を下記のと

おり改正する。

令和６年１０月９日提出 

苫小牧市選挙管理委員会委員長 小 松 靖 孝   

記

１ 改正の理由  第５０回衆議院議員総選挙において第３５投票区「沼ノ端コミュニ

ティセンター」が使用できないため投票所を変更する。

２ 改正の内容  苫小牧市選挙投票区区域表第３５投票区の項中「沼ノ端コミュニテ

ィセンター」を「沼ノ端児童体育館」に改める。

３ 新旧対照表  別紙のとおり

４ 施 行 日  令和６年１０月９日
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苫小牧市選挙投票区区域表 新旧対照表

投票区 改正後 改正前

第３５投票区 沼ノ端児童体育館 沼ノ端コミュニティセンター
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【改正後】
苫小牧市選挙投票区区域表

令和６年１０月９日一部改正
投票区 投票所名 投票区の区域

第 1 市立苫小牧東中学校
旭町全域 汐見町全域 末広町全域 港町2丁目 元中野町2丁目7番から9番まで及び17
番

第 2 市立若草小学校 表町全域 若草町全域

第 3 新中野総合福祉会館
新中野町全域 晴海町全域 入船町全域 船見町全域 一本松町全域 元中野町1丁目か
ら4丁目まで(第1投票区に属する区域を除く｡)  港町1丁目

第 4 文化交流センター
王子町全域 錦町全域 栄町全域 高砂町全域 大町全域 寿町全域 本町全域 本幸町
全域 浜町全域

第 5 市立苫小牧西小学校 幸町全域 矢代町全域 元町1丁目及び2丁目 白金町全域 弥生町全域

第 6 市立大成小学校 青葉町全域 大成町2丁目 新富町2丁目

第 7 西町総合福祉会館 大成町1丁目 新富町1丁目 元町3丁目

第 8 市立北光小学校 北光町全域 山手町全域 字高丘55番地

第 9 市立啓北中学校 啓北町全域 花園町全域

第 10 見山町総合福祉会館 見山町全域 松風町全域

第 11 第八区総合福祉センター 木場町全域 緑町全域

第 12 市立清水小学校 清水町全域 春日町全域

第 13 市立和光中学校 音羽町全域 双葉町全域

第 14 市立緑小学校 日の出町全域 三光町全域

第 15 住吉コミュニティセンター
住吉町全域 泉町1丁目1番から6番まで及び2丁目 字高丘6番地の一部､7番地から16
番地まで及び18番地から41番地まで

第 16 市立美園小学校
美園町全域 泉町1丁目(第15投票区に属する区域を除く｡)  字高丘(第8投票区､第15
投票区及び第24投票区に属する区域を除く｡)  字丸山全域

第 17 新明町総合福祉会館 新明町全域 あけぼの町3丁目から5丁目まで

第 18 苫小牧地域職業訓練センター 明野新町1丁目､4丁目及び5丁目 明野元町全域 新開町全域 柳町1丁目及び2丁目

第 19 市立明野中学校 明野新町2丁目､3丁目及び6丁目 柳町3丁目及び4丁目

第 20 市立光洋中学校 光洋町全域 有明町1丁目及び2丁目(第21投票区に属する区域を除く｡)

第 21 市立糸井小学校
小糸井町全域 永福町全域 日吉町全域 有明町2丁目5番から8番まで 字糸井62番地､
64番地から76番地まで､78番地から100番地まで､103番地､108番地､110番地から112
番地まで及び114番地から150番地まで

第 22 市立北星小学校 桜木町全域

第 23 市立豊川小学校
豊川町全域 字糸井292番地､294番地､342番地､344番地､401番地､404番地､405番地､
407番地､408番地､427番地､442番地､444番地から446番地まで及び448番地から454番
地まで

第 24 旧市立啓北中学校山なみ分校 有珠の沢町全域 字高丘56番地及び59番地から65番地まで

第 25 しらかば総合福祉会館 しらかば町全域

第 26 市立日新小学校
日新町全域 桜坂町全域 字糸井287番地､288番地､343番地､345番地､353番地､399番
地､400番地､402番地､403番地､424番地から426番地まで､433番地､436番地､437番地､
441番地､456番地から460番地まで及び462番地から466番地まで

第 27 柏木町町内会館

柏木町全域 宮の森町全域 はまなす町全域 字糸井258番地､271番地から282番地ま
で､286番地､351番地､352番地､356番地､366番地から368番地まで､374番地から383番
地まで､386番地から388番地まで､390番地から392番地まで､394番地､396番地､421番
地から423番地まで､428番地から431番地まで､467番地から469番地まで､560番地及
び667番地 字錦岡439番地

第 28 市立泉野小学校 川沿町全域

第 29 市立澄川小学校 澄川町全域

第 30 ときわ町総合福祉会館 ときわ町全域 字錦岡1番地から50番地まで

第 31 市立錦岡小学校
宮前町全域 青雲町3丁目 錦西町全域 北星町全域 字錦岡(第27投票区､第30投票区､
第32投票区及び第33投票区に属する区域を除く｡)

第 32 のぞみコミュニティセンター
のぞみ町全域 美原町全域 青雲町1丁目及び2丁目 明徳町1丁目 字錦岡331番地から
333番地まで､440番地から494番地まで及び496番地から499番地まで

第 33 北海道苫小牧支援学校 もえぎ町全域 明徳町2丁目から4丁目まで 字錦岡495番地

第 34 樽前交流センター 字樽前全域

第 35 沼ノ端児童体育館 沼ﾉ端中央全域 字沼ﾉ端600番地から606番地まで

第 36 市立沼ノ端小学校 東開町全域 字沼ﾉ端(第35投票区に属する区域を除く｡)  字柏原全域 字静川全域

第 37 市立拓勇小学校 あけぼの町1丁目及び2丁目 拓勇東町全域 拓勇西町全域

第 38 市立ウトナイ小学校 北栄町全域 ｳﾄﾅｲ北全域 ｳﾄﾅｲ南全域

第 39 勇払公民館 字勇払全域 字弁天全域 真砂町全域

第 40 植苗ファミリーセンター 字植苗全域 字美沢全域
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議案第２号 

苫小牧市選挙管理委員会規程の一部改正について

苫小牧市選挙管理委員会規程（昭和５９年選挙管理委員会告示第３８号）

の一部を下記のとおり改正する。

令和６年１０月９日提出

  苫小牧市選挙管理委員会委員長 小 松 靖 孝  

記 

   苫小牧市選挙管理委員会規程の一部改正について

 苫小牧市選挙管理委員会規程（昭和５９年選挙管理委員会告示第３８

号）の一部を次のとおり改正し、令和６年１０月９日から施行する。

 第２２条中「苫小牧市文書編さん保存規程（昭和２６年庁達第４０号）

別表」を「苫小牧市文書管理規程（令和６年訓令第３号）別表２」に改め

る。

別表中「永年」を「３０年」に改める。

新旧対照表  別紙のとおり

施 行 日  令和６年１０月９日
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苫小牧市選挙管理委員会規程(昭和59年苫小牧市選挙管理委員会告示第38号)新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第 21 条 （略） 

（文書の保存） 

第22条 苫小牧市文書管理規程（令和６年訓令第３号）別表２  に定める

文書以外の文書の保存年限は、別表のとおりとする。 

第 23 条～第 25 条 （略） 

別表（第 22 条関係）

備考 各種選挙及び投票に関する書類及び各種選挙人名簿調製に関する書類

については、当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存するものとする。 

文書区分 保存年限 

委員会の組織及び規定に関する書類 

委員、職員及び会議に関する書類 
30年 

直接請求に関する書類 10年 

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に関する書類 

検察審査会法に関する書類 
5年 

第１条～第 21 条 （略） 

（文書の保存） 

第22条 苫小牧市文書編さん保存規程（昭和26年庁達第40号）別表に定める

文書以外の文書の保存年限は、別表のとおりとする。 

第 23 条～第 25 条 （略） 

別表（第 22 条関係）

備考 各種選挙及び投票に関する書類及び各種選挙人名簿調製に関する書類

については、当該選挙に係る議員又は長の任期間、保存するものとする。 

文書区分 保存年限 

委員会の組織及び規定に関する書類 

委員、職員及び会議に関する書類 
永年 

直接請求に関する書類 10年 

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に関する書類 

検察審査会法に関する書類 
5年 

7



議案第３号 

第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査にお 

けるポスター掲示場の総数減少協議について 

第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査におけるポス

ター掲示場の総数減少協議（公職選挙法第１４４条の２第２項ただし書）について、

下記のとおりとする。 

令和６年１０月９日提出 

苫小牧市選挙管理委員会委員長 小 松 靖 孝   

記 

１ ポスター掲示場設置箇所数  ２５２箇所 

２ ポスター掲示場の総数減少協議書（案）  別紙のとおり 
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投票区
の面積

選挙人名簿
登録者数

(ｋ㎡) 令和６年６月１日現在

第 1 市立苫小牧東中学校 1.54 2,965 7 7       7

第 2 市立若草小学校 0.73 1,842 5 5       7

第 3 新中野総合福祉会館 6.98 4,076 7 7       8

第 4 文化交流センタ－ 1.37 2,844 7 7       7

第 5 市立苫小牧西小学校 1.49 3,580 7 7       7

第 6 市立大成小学校 0.58 2,372 5 5       7

第 7 西町総合福祉会館 0.37 2,769 4 4       7

第 8 市立北光小学校 10.89 3,505 8 8       9

第 9 市立啓北中学校 0.79 3,552 5 5       7

第10 見山町総合福祉会館 0.56 2,187 5 5       7

第11 第八区総合福祉センター 1.40 3,530 4 4       7

第12 市立清水小学校 3.08 1,905 5 5       7

第13 市立和光中学校 0.70 3,431 5 5       7

第14 市立緑小学校 1.12 5,177 8 8       8

第15 住吉コミュニティセンター 4.51 2,610 7 7       8

第16 市立美園小学校 128.05 3,691 6 6       9

第17 新明町総合福祉会館 3.22 1,805 6 6       7

第18 苫小牧地域職業訓練センター 3.14 4,861 6 6       7

第19 市立明野中学校 0.95 3,823 5 5       7

第20 市立光洋中学校 0.76 1,581 5 5       7

第21 市立糸井小学校 1.75 4,030 7 7       7

第22 市立北星小学校 0.70 3,092 5 5       7

第23 市立豊川小学校 2.47 2,279 4 4       7

第24 旧市立啓北中学校山なみ分校 2.24 3,922 7 7       7

第25 しらかば総合福祉会館 1.00 3,837 6 6       7

第26 市立日新小学校 9.85 4,594 9 9       9

第27 柏木町町内会館 10.67 5,207 8 8       9

第28 市立泉野小学校 0.77 3,676 5 5       7

第29 市立澄川小学校 1.15 5,777 8 8       8

第30 ときわ町総合福祉会館 0.80 3,312 5 5       7

第31 市立錦岡小学校 12.12 3,650 8 8       9

第32 のぞみコミｭニテｨセンター 43.97 5,050 9 9       9

第33 北海道苫小牧支援学校 1.07 3,222 7 7       7

第34 樽前交流センター 82.82 463 4 4       8

第35 沼ノ端コミｭニテｨセンター 2.79 3,597 7 7       7

第36 市立沼ノ端小学校 61.35 3,664 8 8       9

第37 市立拓勇小学校 2.83 10,159 9 9       9

第38 市立ウトナイ小学校 3.45 7,632 7 7       8

第39 勇払公民館 43.48 1,500 8 8       9

第40 植苗ファミリ－センタ－ 104.10 1,167 4 4       9

     　合                    計 561.61 141,936 252     306

（参考）公職選挙法施行令第１１１条第１項の規定によるポスター掲示場の数

  選挙人名簿登録者数

１千人未満

１千人以上５千人未満

５千人以上１万人未満

１万人以上

 ４平方キロメートル以上８平方キロメートル未満 ８   箇 所

 ８平方キロメートル以上 ９   箇 所

 ４平方キロメートル未満 ７   箇 所

 ４平方キロメートル以上 １０   箇 所

 ４平方キロメートル未満 ８   箇 所

 ４平方キロメートル以上 ９   箇 所

 ４平方キロメートル未満 ９   箇 所

 ４平方キロメートル以上８平方キロメートル未満 ７   箇 所

ポスター掲示場の数

 ２平方キロメートル未満 ５ 　箇 所

 ８平方キロメートル以上 ８　 箇 所

公営ポスター掲示場設置箇所数

投票区 投票所名
ポスター

掲示場の数

法第144条の2
第2項ただし書
きによる数

 ２平方キロメートル以上４平方キロメートル未満 ６ 　箇 所

政令設置基
準による数

252

    投票区ごとの面積

9



苫 選 第 号 

令和６年１０月 日 

  北海道選挙管理委員会委員長 様

                     苫小牧市選挙管理委員会 

                    委員長 小松 靖孝  

   ポスター掲示場の総数減少協議書

第５０回衆議院議員総選挙において、次のとおりポスター掲示場の総数を

減少したいので、公職選挙法第１４４条の２第２項ただし書（北海道議会議

員選挙の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例第２条）の規定に

より協議します。

記

（総括表）

政令基準掲示場

設 置 総 数

減少する

掲示場数（イ）

減少後の掲示場

設 置 総 数
減少する理由

３０６ ５４ ２５２

①投票区域が狭小であり、

また居住区域が密集し、掲

示場所が近接していると

ころから減じても効果が

損なわれない。   

（関係投票区 ２３） 

第２投票区、第３投票区、 

第６投票区、第７投票区、 

第８投票区、第９投票区、 

第 10 投票区、第 11 投票区、 

第 12 投票区、第 13 投票区、 

第 15 投票区、第 17 投票区、 

第 18 投票区、第 19 投票区、 

第 20 投票区、第 22 投票区、 

第 23 投票区、第 25 投票区、 
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第 27 投票区、第 28 投票区、 

第 30 投票区、第 36 投票区、 

第 38 投票区、

②投票区の面積は広大だ

が山間部を含み、また、居

住区域も限定されており、

掲示場付近には居住者が

いないため、設置の効用が

十分発揮できない。 

（関係投票区 ３） 

第 31 投票区、第 34 投票区、 

第 39 投票区 

③投票区の面積は広大だ

が、山間部を含み、また、

居住区域も限定されてお

り、近接地には掲示場もあ

るため減じても効果が損

なわれない。 

（関係投票区 ２） 

第 16 投票区、第 40 投票区 
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（関係投票区別内訳）

関係投票区
選挙人名簿

登録者数

面 積

（k ㎡）

政令の規定

による数
設置数

増減内訳

増（ロ） 減（ハ）

第 ２投票区 1,842 0.73 ７ ５ ２ 

第 ３投票区 4,076 6.98 ８ ７ １ 

第 ６投票区 2,372 0.58 ７ ５ ２ 

第 ７投票区 2,769 0.37 ７ ４ ３ 

第 ８投票区 3,505 10.89 ９ ８ １ 

第 ９投票区 3,552 0.79 ７ ５ ２ 

第１０投票区 2,187 0.56 ７ ５ ２ 

第１１投票区 3,530 1.40 ７ ４ ３ 

第１２投票区 1,905 3.08 ７ ５ ２ 

第１３投票区 3,431 0.70 ７ ５ ２ 

第１５投票区 2,610 4.51 ８ ７ １ 

第１６投票区 3,691 128.05 ９ ６ ３ 

第１７投票区 1,805 3.22 ７ ６ １ 

第１８投票区 4,861 3.14 ７ ６ １ 

第１９投票区 3,823 0.95 ７ ５ ２ 

第２０投票区 1,581 0.76 ７ ５ ２ 

第２２投票区 3,092 0.70 ７ ５ ２ 

第２３投票区 2,279 2.47 ７ ４ ３ 

第２５投票区 3,837 1.00 ７ ６ １ 

第２７投票区 5,207 10.67 ９ ８ １ 

第２８投票区 3,676 0.77 ７ ５ ２ 

第３０投票区 3,312 0.80 ７ ５ ２ 

第３１投票区 3,650 12.12 ９ ８ １ 

第３４投票区 463 82.82 ８ ４ ４ 

第３６投票区 3,664 61.35 ９ ８ １ 

第３８投票区 7,632 3.45 ８ ７ １ 

第３９投票区 1,500 43.48 ９ ８ １ 

第４０投票区 1,167 104.10 ９ ４ ５ 

計 ２１４ １６０ ５４ 

備考

 １ 総括表の（イ）欄の数に関係のあるすべての投票区について記載すること。

  （（イ）＝（ハ）－（ロ））

 ２ 設置数を減じようとする投票区については、町名又は字名並びに道路、居住

状況及び設置予定箇所等を表示した図面（略図でも差し支えない。）を添付す

ること。
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４ 協議 

協議第１号 

第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国

民審査における執行計画及び主要事務の日程について

 第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査におけ

る執行計画（案）及び主要事務の日程（案）を別紙のとおり作成したので協

議する。

  令和６年１０月９日提出 

苫小牧市選挙管理委員会委員長  小 松 靖 孝   
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第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査 

執行計画（案）            

１ 公示日   令和６年１０月１５日（火） 

２ 投票日   令和６年１０月２７日（日） 

 投 票 所  ４０箇所（小中学校２３・町内会館８・その他９） 

 投票時間  午前７時から午後８時まで 

３ 開票日   令和６年１０月２７日（日）「即日開票」 

 開 票 所  苫小牧市総合体育館主競技場 

 開票開始  午後９時 

４ 選挙の種類 

 衆議院小選挙区選出議員選挙 

 衆議院比例代表選出議員選挙 

 最高裁判所裁判官国民審査 

５ 選挙権（下記の要件を満たす者） 

 日本国民で、年齢満１８歳以上の者 

 欠格事項（禁固以上の受刑者等）等に該当しない者 

６ 選挙人名簿の選挙時登録の基準日（登録日） 

 基準日 

 基準 基準日 

年齢 選挙期日 令和６年１０月２７日（日） 

住所 
公示日前日 令和６年１０月１４日（月） 

登録日 

 選挙時登録  上記の基準日に従い、登録資格を有する者を登録 

平成１８年１０月２８日以前の出生者で令和６年７月１４日以前に本市に転入届

出をし、引き続き居住している者 
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７ 期日前及び不在者投票 

 期日前及び不在者投票所 

投 票 所 投票期間 時 間 

市役所 ２階談話室 １０月１６日(水)～１０月２６日(土)
午前８時３０分～ 

午後８時

のぞみコミュニティセンター 
講習室

１０月１９日(土)～１０月２６日(土) 午前９時～午後８時

豊川コミュニティセンター 
和室

沼ノ端交流センター 

ミーティングルーム１

勇払出張所 会議室

イオンモール苫小牧 

２階臨時期日前投票所

 不在者投票指定施設  ４５施設 

   （病院２２・老人ホーム等２０・身障施設２・刑事施設１ ） 

８ 投票所入場券   １０月１５日～１０月１７日発送予定（約９８,０００枚） 

９ ポスター掲示場  

 設置数 市内に２５２箇所設置 

令和６年９月１日の定時登録における各投票区有権者数及び各投票区の

面積で積算。（前回の令和３年１０月執行時は２５３箇所） 

 区画数 ６区画 

10 選挙公報 

 配布方法 業者委託により行う。 

 配布対象 選挙人名簿に登録された者の属する世帯 

（市内全世帯の約９０,０００世帯に配布の予定） 

 委託期間 １０月２１日～１０月２５日 

（法定配布期限は選挙期日の２日前まで） 

11 投開票事務従事者数 

 投票事務 約４００人（投票管理者４０人・投票立会人１６１人を除く。） 

 開票事務 約２００人 
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月 日 曜日 時   間 事     務     内     容 委員長出席 委員出席

９ ３０ 月 　【選挙期日　表明】

　【衆議院　解散】

午後５時 選挙管理委員会（選挙管理委員会委員室） ○ ○

１０ 木 午前９時 併任職員辞令交付式（７階会議室）　 ○

１４ 月 午前９時 選挙管理委員会開催（第二庁舎２階北会議室）　※選挙時登録 ○ ○

１５ 火 　【選挙(審査）期日の公示(告示）】

投票所入場券発送（～１０月１７日）

午後２時 不在者投票指定施設事務説明会（市役所９階会議室） 〇

午後５時１０分
小選挙区選挙投票記載所の候補者氏名等の掲示掲載順序決定のくじの実
施(７階選挙管理委員会事務局）

午前８時３０分 期日前及び不在者投票開始　市役所２階（～１０月２６日）

午後１時 投票事務従事者説明会（市役所９階会議室） 〇

午前９時
期日前及び不在者投票開始　のぞみコミセン・豊川コミセン・沼ノ端
交流センター・勇払出張所・イオン　（～１０月２６日）

午後１時３０分 街頭啓発（ＭＥＧＡドンキホーテ・イオンモール苫小牧） ★ ★

２４ 木 午後５時１０分 開票立会人決定のくじの実施（選挙管理委員会事務局）

２７ 日 　【投票日・開票日】

午前７時 投票開始　(～午後８時)

午前８時３０分 選挙管理委員会開催（選挙管理委員会委員室） ○ ○

午前９時 投票所視察（市内投票所４０箇所） ○ ○

午後９時 開票開始（市総合体育館主競技場） ○ ○

２８ 月 開票結果道選管（胆振支所）へ持参

１１ １ 金 午前９時 併任職員辞令交付式（７階会議室） ○

１９ 土

第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査　主要日程（案）

（　 解散　１０月９日 /  公示　１０月１５日　/  選挙期日　１０月２７日　 ）

１６ 水

９ 水

１０
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協議第２号 

第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国

民審査における選挙時啓発事業について

 苫小牧市選挙管理委員会と苫小牧市明るい選挙推進協議会が連携して行う第５０回衆

議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査における選挙啓発

事業計画（案）を別紙のとおり作成したので協議する。

  令和６年１０月９日提出 

苫小牧市選挙管理委員会委員長  小 松 靖 孝   
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１文書による啓発

① 選挙啓発チラシの配布 選 管 期 間 中 　広報とまこまいの掲載に間に合わないため、

選挙啓発チラシを全戸配布する。

② 報道機関等の協力要請 選 管 期 間 中 　明るい選挙の推進と選挙執行について報道

機関等の協力を得て周知徹底を図る。

③ 街頭啓発の実施 選 管 10 月 19 日 　選挙期日の周知及び棄権防止の呼びかけを

（啓発資材の配布） 明 推 協 （土）予定 行い、投票総参加を呼びかける。

④ 新成人への周知 選 管 期 間 中 　市内の高校・高専を通じ、新成人となった

学生に選挙実施及び投票方法の周知を図る。

２視覚による啓発

① 懸垂幕による啓発 選 管 期 間 中 　選挙期日及び棄権防止の標語を入れ、投票 市役所庁舎

明 推 協 参加を呼びかける。 北面

② 車幕による啓発 選 管 随 時 　市公用車にマグネット式の車幕を掲出し、 市公用車25台

明 推 協 投票参加を呼びかける。

③ バス車内広告 選 管 期 間 中 　公示日から投票日まで、バス車内に啓発ポ 道南バス82台

明 推 協 スターを掲示し、投票参加を呼びかける。

④ 動画による啓発 選 管 期 間 中 　投票方法を説明する動画を作成し、新成人

を含む若い世代へ投票参加を呼びかける。

⑤ デジタルサイネージの 選 管 期 間 中 　市役所１階窓口サービス課前の電子掲示板 市役所１階

利用 に広告を流す。

⑥ 地デジ広報 選 管 期 間 中 　テレビの地上デジタル放送のデータ放送を テレビ

利用し、投票参加を呼びかける。

３聴覚による啓発

① 広報車による啓発 選 管 投 票 日 　東西２方面を広報車で巡回し、啓発する。 市公報車2台

② 大型店店内放送、市役 選 管 期 間 中 　市内主要商業施設の店内放送及び市役所

所庁内放送による啓発 庁内放送を利用し、期日前投票制度の周知

及び投票参加を呼びかける。

③ 防災行政無線 選 管 期 間 中 　防災行政無線を利用し、投票参加を呼び

かける。

４インターネットによる啓発 選 管 期 間 中 　選挙公報をはじめとした選挙に関する情

報を掲載する。ホームページやFaceBook

等を利用し、選挙に関する情報を掲載し、

周知を図る。

５選挙事務従事者募集等に 選 管 期 間 中 　投票立会人の公募、選挙事務臨時職員の募

よる啓発 集告知により、選挙に対する関心を高める。

第５０回衆議院議員総選挙　選挙時啓発事業計画（案）

MEGAドン・キ
ホーテ苫小牧
店

イオンモール苫
小牧

イオンモール苫
小牧

MEGAドン・キ
ホーテ苫小牧
店

事　　業　　名 事業主体 実施期間 事　業　内　容 備　考
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協議第３号 

第５０回衆議院議員総選挙におけるポスター掲示場の区画数について

 第５０回衆議院議員総選挙におけるポスター掲示場の区画数について苫小

牧市事務取扱規程第１１１条に基づき次のとおり協議する。

  令和６年１０月９日提出 

苫小牧市選挙管理委員会委員長  小 松 靖 孝   

ポスター掲示場の区画数  ６区画（別紙のとおり） 
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協議第４号 

第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国

民審査における投票所入場券の様式について

 第５０回衆議院議員総選挙及び第２６回最高裁判所裁判官国民審査におけ

る投票所入場券の様式について、次のとおり協議する。

  令和６年１０月９日提出 

苫小牧市選挙管理委員会委員長  小 松 靖 孝   

１ 規格  三つ折葉書 

２ 様式  別紙のとおり 

21



１０月２７日（日）

〒〇〇〇－〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇　〇〇　　様

第　〇　投票区 第　〇　受付

〇－〇－〇－〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇　〇〇　　

令和６年１０月２７日（日）

10月16日（水）
～10月26日（土）

10月19日（土）
～10月26日（土）

バーコード

2
2
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